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   午前 10時 31分開議 

○委員長（板倉 一幸）  

 ・ 開会宣告 

 ・ 議題の確認 

 

１ 所管事務調査事項に係る協議について 

○委員長（板倉 一幸） 

 ・ 議題宣告 

 ・ 本件については、６月４日開催の常任委員会で、委員会の調査事件のテーマや手法などについて、 

各委員からの御提案を求めていたが、期限までに特段の申出はなかった。 

・ そこで本日は、正副委員長で協議したテーマについて御説明させていただきたいと思うが、よろし  

いか。（異議なし） 

・ 正副委員長としては、職員の人材育成について調査してはどうかと考えている。 

・ 本テーマを提案させていただく理由についてだが、少子高齢化の進行や市民の価値観の多様化、 ワ

ーク・ライフ・バランスの推進、頻発する自然災害、デジタル技術の進展など、社会状況の変化とと

もに自治体を取り巻く状況は大きく変遷してきている。また、社会変化に伴う市民ニーズの広がりか

ら、行政課題は多様化・複雑化しており、それに対応する自治体職員にも多様な能力が求められるよ

うになっている。 

・ こうした状況を鑑みたとき、今後も行政サービスを維持・向上させていくためには、組織として優

秀な人材を継続的に育成していくことが非常に重要であることから、正副委員長としては、職員の人

材育成についてをテーマとして調査を行ってはどうかと考えたところである。 

・ なお、調査の方向性だが、職員の人材育成については、単なる研修制度の充実にとどまらず、組織

力を高めるような体系的な取組について調査してまいりたいと考えている。 

・ 説明は以上になるが、委員の皆様いかがか。（異議なし） 

・ それでは、職員の人材育成についてを、本委員会の新たな調査事件として取り扱うことに決定した。 

・ 今後の進め方についてだが、まずは本市の現状や取組などについて理事者の説明を受け、その後、

課題等を整理した上で、他都市の取組事例も含めて調査を行ってまいりたいと思う。そのような進め

方でよろしいか。（異議なし） 

・ その他、本件について、各委員から何か御発言あるか。（なし） 

・ 議題終結宣言 

 

２ その他 

○委員長（板倉 一幸） 

 ・ 次に、２のその他だが、各委員から何か御発言あるか。（なし） 

 ・  散会宣告 

午前 10時 35分散会 


